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○チューリップ四季彩館条例 

平成１６年１１月１日 

条例第１４３号 

改正　平成１７年９月２７日条例第３３号 

平成２３年１２月２７日条例第３６号 

平成２６年３月２０日条例第１５号 

平成２７年３月１９日条例第１３号 

平成３１年３月１９日条例第３号 

令和元年５月１６日条例第１号 

（設置） 

第１条　市の花であるチューリップを広く紹介するとともに、花と緑に親しみ、花と緑

に包まれた中で市民の交流や文化を育む拠点を形成し、もってうるおいのある市民生

活の創造と地域社会の活性化に寄与するため、チューリップ四季彩館（以下「四季彩

館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条　四季彩館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称　チューリップ四季彩館 

位置　砺波市中村１００番地１ 

（施設） 

第３条　四季彩館に次に掲げる施設を置く。 

(１)　展示館 

(２)　ホール 

(３)　前２号に掲げるもののほか、四季彩館の設置の目的を達成するために必要な施

設 

（指定管理者による管理） 

第４条　市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に四季彩館の管理を行わせるものとする。 

（指定管理者が行う業務） 

第５条　前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。 

(１)　四季彩館の施設及び設備の維持管理に関する業務 
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(２)　四季彩館の利用の許可に関する業務 

(３)　四季彩館の利用料金の徴収に関する業務 

(４)　その他四季彩館の管理に関して市長が必要と認める業務 

（開館時間） 

第６条　四季彩館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲

げる時間とする。 

(１)　展示館　午前９時から午後６時まで 

(２)　ホール　午前９時から午後５時まで（ただし、午後５時から午後９時までの範

囲内で延長することができる。） 

２　指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の開館時

間を臨時に変更することができる。 

（休館日） 

第７条　四季彩館の休館日は、１２月２９日から翌年１月３日までの日とする。ただし、

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日以外の日

に休館し、又は休館日に開館することができる。 

（利用の許可） 

第８条　四季彩館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受け

なければならない。 

２　指定管理者は、四季彩館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を

付することができる。 

（利用の不許可） 

第９条　指定管理者は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当

するときは、同条の許可をしないものとする。 

(１)　四季彩館の施設の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。 

(２)　他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。 

(３)　施設、附属設備又は展示資料等を損傷するおそれがあるとき。 

(４)　前３号に掲げる場合のほか、四季彩館の管理上支障があると認められるとき。 

（利用の許可の取消し等） 

第１０条　指定管理者は、第８条の規定による利用の許可を受けた者（以下「利用者」

という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利
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用を制限し、若しくは利用を停止することができる。この場合において、利用者が損

害を受けることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。 

(１)　利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(２)　利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなっ

たとき。 

(３)　前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(４)　第８条第２項の規定による利用の許可の条件に違反したとき。 

（目的外使用等の禁止） 

第１１条　利用者は、許可を受けた目的以外に四季彩館の施設を利用し、又はその権利

を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（利用料金） 

第１２条　利用者は、指定管理者に四季彩館の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める

場合は、この限りでない。 

２　利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の

承認を受けて定める。 

３　利用料金は、指定管理者がその収入として収受する。 

（利用料金の減免） 

第１３条　指定管理者は、市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減免する

ことができる。 

（利用料金の還付） 

第１４条　指定管理者が既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。 

(１)　利用者の責めに帰することのできない理由により利用できなくなったとき。 

(２)　利用日前５日までに利用の取消しを申し出たとき。 

(３)　その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 

（特別の設備） 

第１５条　利用者は、四季彩館の利用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以

外の器具を搬入して利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けな

ければならない。 

（原状回復義務） 
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第１６条　利用者は、四季彩館の利用が終了したときは、直ちに利用した施設等を原状

に回復し、指定管理者の点検を受けなければならない。 

２　第１０条の規定に基づき、利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、

同様とする。 

（損害賠償） 

第１７条　利用者は、故意又は過失により施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した

ときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にや

むを得ない理由があると認めたときは、その損害賠償額を減額し、又は免除すること

ができる。 

（入場の制限） 

第１８条　指定管理者は、第９条各号のいずれかに該当する者に対し、四季彩館への入

場を拒み、又は制限することができる。 

（行為の禁止） 

第１９条　四季彩館においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１)　施設を損傷し、又は汚損すること。 

(２)　竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

(３)　土地の形質を変更すること。 

(４)　立入禁止地域に立ち入ること。 

(５)　鳥獣及び魚の類を捕獲し、又は殺傷すること。 

(６)　指定された場所以外の場所でたき火をすること。 

(７)　土石、竹木等の物件を堆積すること。 

(８)　はり紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。 

(９)　指定された場所以外の場所へ諸車を乗り入れ、又は留めおくこと。 

(１０)　前各号に掲げるもののほか、指定管理者が四季彩館の管理に支障があると認

める行為をすること。 

（職員の立入り） 

第２０条　利用者は、指定管理者が施設の管理上必要な職務を行うため利用の施設に立

ち入るときは、これを拒むことができない。 

（委任） 

第２１条　この条例に定めるもののほか、四季彩館の管理運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 
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附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、平成１６年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の日の前日までに、合併前のチューリップ四季彩館条例（平成７年

砺波市条例第２８号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の

相当規定によりなされたものとみなす。 

附　則（平成１７年９月２７日条例第３３号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行前にこの条例による改正前のチューリップ四季彩館条例第６条の規

定によりした許可又は同条の規定によりなされた許可の申請は、この条例による改正

後のチューリップ四季彩館条例第８条の規定によりした許可又は同条の規定によりな

された許可の申請とみなす。 

附　則（平成２３年１２月２７日条例第３６号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の日前に指定管理者がしたこの条例による改正前のチューリップ四

季彩館条例第８条の許可で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例

による改正後のチューリップ四季彩館条例の規定による許可とみなす。 

附　則（平成２６年３月２０日条例第１５号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附　則（平成２７年３月１９日条例第１３号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の際現にこの条例による改正前のチューリップ四季彩館条例の規定

により許可を受けている者の当該許可に係る利用料金の額については、この条例によ

る改正後のチューリップ四季彩館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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附　則（平成３１年３月１９日条例第３号）抄 

改正　令和元年５月１６日条例第１号 

（施行期日） 

１　この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（砺波市文化会館条例等の一部改正に伴う経過措置） 

２　この条例の施行の際現に第１条から第４条まで、第１２条、第１４条、第１５条又

は第１７条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けている者の

当該許可に係る利用料金、入館料等、使用料又は観覧料等の額については、第１条か

ら第４条まで、第１２条、第１４条、第１５条又は第１７条の規定による改正後のそ

れぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附　則（令和元年５月１６日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第１２条関係） 

１　観覧料 

（１）　常設展示を観覧する場合 

備考 

１　身体障害者手帳等とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手

帳をいう。 

２　介助者は、身体障害者手帳等の所持者１人につき１人に限る。 

（２）　企画展示（展示館で実施する場合を含む。）を観覧する場合 

１人１回につき２，１００円の範囲内 

 
区分 単位 金額

 
個人 ２０人以上の団体

 
展示館 小学生及び中学生 １人１回に

つき

１６０円 １３０円

 
高校生以上の者 ３１０円 ２５０円

 
高齢者（６５歳以上） ２５０円

 
身体障害者手帳等の所

持者及び介助者

無料

 
小学生及び中学生 １人１年に

つき

７９０円

 
高校生以上の者 １，５７０円
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（３）　常設展示及び企画展示を観覧する場合 

２　施設利用料金 

備考 

１　営利目的で利用する場合は、この表に掲げる金額に１００分の１００を乗じて

得た額を加算する。 

２　冷暖房を使用する場合は、この表に掲げる金額に１００分の３０を乗じて得た

額（１０円未満は、切り捨てる。）を加算する。 

３　附属設備の利用料金は、市長が別に定める。 

 
区分 単位 金額

 
小学生及び中学生 １人１年につき １，０５０円

 
高校生以上の者 ２，６２０円

 
種別 利用時間区分による金額

 
午前９時

～正午

正午～午

後５時

午前９時

～午後５

時

午後５時

～午後９

時

正午～午後

９時

午前９時～午

後９時

 
ホール ホール１ ３，６７０

円

５，８７０

円

８，８００

円

７，３３０

円

１２，４７０

円

１４，６７０

円

 
ホール２ ３，１４０

円

５，０３０

円

７，５４０

円

６，２９０

円

１０，６９０

円

１２，５７０

円
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○砺波市都市公園条例 

平成１６年１１月１日 

条例第１４７号 

改正　平成１８年３月２７日条例第２２号 

平成２３年１２月２７日条例第３９号 

平成２５年３月２６日条例第１２号 

平成２７年３月１９日条例第１５号 

平成２９年９月２１日条例第１３号 

平成３１年３月１９日条例第３号 

令和元年５月１６日条例第１号 

令和４年９月１４日条例第２２号 

目次 

第１章　総則（第１条） 

第２章　都市公園の管理（第２条―第１３条） 

第３章　工作物等の保管の手続等（第１４条―第２２条） 

第４章　雑則（第２３条―第２６条） 

第５章　罰則（第２７条―第２９条） 

附則 

第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この条例は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）及

び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を

定めるものとする。 

第２章　都市公園の管理 

（行為の制限） 

第２条　都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けな

ければならない。 

(１)　募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 

(２)　業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 

(３)　興行を行うこと。 

(４)　物品を販売し、又は頒布すること。 
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(５)　競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又

は一部を独占して利用すること。 

２　前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出

しなければならない。 

(１)　行為の目的 

(２)　行為の期間 

(３)　行為を行う法第２条第２項に規定する公園施設（以下「公園施設」という。）

又は場所 

(４)　行為の内容 

(５)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

３　第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更するときは当該事項を記載し

た変更申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。 

４　市長は、第１項又は前項の許可の申請に係る行為が都市公園の管理上著しく支障を

及ぼさないと認める場合に限り、第１項又は前項の許可を与えることができる。 

５　市長は、第１項又は第３項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付

することができる。 

（許可の特例） 

第３条　法第５条第１項又は第６条第１項若しくは第３項の許可を受けた者は、当該許

可に係る事項については、前条第１項又は第３項の許可を受けることを要しない。 

（行為の禁止） 

第４条　都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別

な理由があると認めるものについては、この限りでない。 

(１)　都市公園を損傷し、又は汚損すること。 

(２)　竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

(３)　土地の形質を変更すること。 

(４)　立入禁止区域に立ち入ること。 

(５)　鳥獣及び魚の類を捕獲し、又は殺傷すること。 

(６)　はり紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。 

(７)　指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留めおくこと。 

(８)　指定された場所以外の場所でたき火をすること。 

(９)　土石、竹木等の物件を堆積すること。 
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(１０)　他の利用者に迷惑となる行為をすること。 

（利用の禁止又は制限） 

第５条　市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められ

る場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、

都市公園を保全し、又は利用者の安全を図るため、区域を定めて都市公園の全部又は

一部の利用を禁止し、又は制限することができる。 

（指定管理者による管理） 

第５条の２　市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の

規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」と

いう。）に都市公園の管理を行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第５条の３　前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次に掲げる業務とする。 

(１)　都市公園の維持管理に関する業務 

(２)　次条第３項の規定による利用の承認に関する業務 

(３)　第１０条の２第１項に規定する利用料金の徴収に関する業務 

(４)　その他都市公園の管理に関して市長が必要と認める業務 

（有料公園施設） 

第６条　市が管理する公園施設で有料で利用させるもの（以下「有料公園施設」という。）

は、別表第１のとおりとする。 

２　有料公園施設の供用日、供用時間その他の管理に関し必要な事項は、別に定める。

なお、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これらを

変更し、又は臨時に利用に供しない日を定めることができる。ただし、チューリップ

ステージ、砺波市パットゴルフ場及び砺波市パークゴルフ場については、別表第２の

とおりとする。 

３　有料公園施設を利用しようとする者は、別に定めるところにより、指定管理者の承

認を得なければならない。この場合において、指定管理者は都市公園の管理のため必

要な範囲内で条件を付することができる。 

（公園施設の設置等の申請事項） 

第７条　法第５条第１項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(１)　公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項 

ア　設置する公園施設の種類及び数量 
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イ　設置の目的 

ウ　設置の期間 

エ　設置の場所及び面積 

オ　公園施設の構造及び外観 

カ　公園施設の管理の方法 

キ　設置及び管理に要する資金計画 

ク　工事実施の方法及び工期（工事の着手及び完了の時期） 

ケ　都市公園の復旧方法 

コ　使用料その他市長の指示する事項 

(２)　公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項 

ア　管理する公園施設及び数量 

イ　管理の目的 

ウ　管理の期間 

エ　管理の方法 

オ　管理に要する資金計画 

カ　その他市長の指示する事項 

(３)　許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項 

ア　既に受けた許可の年月日及び番号 

イ　変更する事項及び変更の理由 

ウ　その他市長が必要と認める事項 

２　法第６条第２項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(１)　占用物件の種類及び数量 

(２)　占用物件の管理の方法 

(３)　工事実施の方法及び工事の期間（工事の着手及び完了の時期） 

(４)　都市公園の復旧方法 

(５)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（設計図書等） 

第８条　公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれら

の許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕

様書、図面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

（占用許可事項の軽易な変更） 
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第９条　法第６条第３項ただし書に規定する軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。 

(１)　占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わない

もの 

(２)　占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行う

もの 

（使用料） 

第１０条　法第５条第１項若しくは第６条第１項若しくは第３項の許可又は第２条第１

項若しくは第３項の許可を受けた者（以下「許可を受けた者」という。）は、別表第

３に定める使用料を納めなければならない。 

２　前項の使用料は、許可の際にその全額を徴収する。ただし、前項の許可の期間が２

会計年度以上にわたるものについては、翌年度以降の使用料は毎会計年度の初めに徴

収することができる。 

（利用料金） 

第１０条の２　第６条第３項の規定により有料公園施設の利用の承認を受けた者（第１

２条の２第１号において「有料公園施設の利用の承認を受けた者」という。）は、指

定管理者にその利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を前納しなければなら

ない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。 

２　利用料金は、別表第４に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市

長の承認を受けて定める。 

３　利用料金は、指定管理者がその収入として収受する。 

（使用料の減免） 

第１１条　市長は、公益上その他特別の事情があると認める場合においては、使用料を

減額し、又は免除することができる。 

（利用料金の減免） 

第１１条の２　指定管理者は、市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減免

することができる。 

（使用料の還付） 

第１２条　既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、許可又は承認を受けた者の責

めに帰することのできない事由により当該許可に係る行為又は当該承認に係る利用若

しくは占用ができなくなった場合、その他市長が特別の事由があると認めた場合は、

使用料の全部又は一部を還付することができる。 
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（利用料金の還付） 

第１２条の２　指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次のいず

れかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。 

(１)　有料公園施設の利用の承認を受けた者の責めに帰することができない理由によ

り利用することができなかったとき。 

(２)　その他指定管理者が特別な理由があると認めたとき。 

（有料公園施設の利用の承認の取消し等） 

第１２条の３　指定管理者は、第６条第３項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、同項の承認を取り消し、又はその利用を制限することができる。 

(１)　この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(２)　偽りその他不正の手段により第６条第３項の承認を受けた事実が明らかになっ

たとき。 

(３)　第６条第３項の規定による承認の条件に違反したとき。 

(４)　その他都市公園の管理上特に支障があると認められるとき。 

（監督処分） 

第１３条　市長は、次の各号のいずれかに該当する行為をした者に対してはこの条例の

規定によってした許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条

件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることが

できる。 

(１)　この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者 

(２)　この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 

(３)　偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた者 

２　市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許

可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な

措置を命ずることができる。 

(１)　都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合 

(２)　都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合 

(３)　都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた

場合 

第３章　工作物等の保管の手続等 

（工作物等を保管した場合の公示事項） 
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第１４条　法第２７条第５項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(１)　保管した工作物その他の物件若しくは施設（以下「工作物等」という。）の名

称又は種類、形状及び数量 

(２)　保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時 

(３)　その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 

(４)　前３号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められ

る事項 

（工作物等を保管した場合の公示の方法） 

第１５条　法第２７条第５項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければ

ならない。 

(１)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して１４日間、別に定める

場所に掲示すること。 

(２)　前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、

同号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工

作物等について権原を有する者（以下「所有者等」という。）の氏名及び住所を知

ることができないときは、その公示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。 

２　市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、別に定める様式による保

管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させなければならない。 

（工作物等の価額の評価の方法） 

第１６条　法第２７条第６項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、

当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情

を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、

工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 

（保管した工作物等を売却する場合の手続） 

第１７条　法第２７条第６項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付し

て行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他

競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約によ

り売却することができる。 

第１８条　市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとする

ときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも５日前までに、その工作者等の
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名称又は種類、形状、数量その他別に定める事項を砺波市公告式条例（平成１６年砺

波市条例第４号）に定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなけ

ればならない。 

２　市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、

なるべく３人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形

状、数量その他別に定める事項をあらかじめ通知しなければならない。 

３　市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく２人

以上の者から見積書を徴さなければならない。 

（工作物等を返還する場合の手続） 

第１９条　市長は、保管した工作物等（法第２７条第６項の規定により売却した代金を

含む。）を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及

び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の

返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、別に定める様式

による受領書と引換えに返還するものとする。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第２０条　許可又は承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に

供してはならない。 

（利用者の原状復帰義務） 

第２１条　許可又は承認を受けた者は、都市公園の利用が終わったときは、遅滞なく原

状に復帰するとともに清掃を履行しなければならない。 

２　市長は、許可又は承認を受けた者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、

その要した費用をその者から徴収する。 

（損害賠償等） 

第２２条　許可又は承認を受けた者は、施設、器具等を損傷し、又は滅失したときは、

これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

第４章　雑則 

（届出） 

第２３条　次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速や

かにその旨を市長に届けなければならない。 

(１)　法第５条第１項又は法第６条第１項若しくは第３項の許可を受けた者が、公園

施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。 
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(２)　前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を休止し、

又は廃止したとき。 

(３)　第１号に掲げる者が、法第１０条第１項の規定により都市公園を原状に回復し

たとき。 

(４)　法第２６条第２項又は第４項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を

命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。 

(５)　法第２７条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する必要な措置を

命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。 

(６)　都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、

若しくは移転したとき。 

（都市公園の区域の変更及び廃止） 

第２４条　市長は、都市公園の区域を変更し、又は公園を廃止しようとするときは、当

該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らか

にしてその旨を公告しなければならない。 

（公園予定区域及び予定公園施設についての準用） 

第２５条　第２条から第２３条までの規定は、法第３３条第４項に規定する公園予定区

域又は予定公園施設について準用する。 

（委任） 

第２６条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第５章　罰則 

（過料） 

第２７条　次の各号のいずれかに該当する者に対しては、５万円以下の過料を科する。 

(１)　第２条第１項又は第３項（第２５条においてこれらの規定を準用する場合を含

む。）の規定に違反して同条第１項各号に掲げる行為をした者 

(２)　第４条（第２５条において準用する場合を含む。）の規定に違反して同条各号

に掲げる行為をした者 

(３)　第１３条第１項又は第２項（第２５条において準用する場合を含む。）の規定

による市長の命令に違反した者 

第２８条　偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収

を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないと

きは、５万円とする。）以下の過料を科する。 
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第２９条　法第５条の１１の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の

規定の適用については、市長とみなす。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、平成１６年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の砺波市都

市公園条例（昭和６２年砺波市条例第１７号）、砺波市農村公園条例（昭和６１年砺

波市条例第２３号）又は庄川町都市公園条例（平成１３年庄川町条例第４号）（以下

これらを「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３　施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の

例による。 

附　則（平成１８年３月２７日条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（平成２３年１２月２７日条例第３９号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附　則（平成２５年３月２６日条例第１２号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附　則（平成２７年３月１９日条例第１５号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附　則（平成２９年９月２１日条例第１３号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（砺波チューリップ公園条例等の廃止） 

２　次に掲げる条例は、廃止する。 

(１)　砺波チューリップ公園条例（平成１６年砺波市条例第１４８号） 

(２)　庄川水記念公園条例（平成１６年砺波市条例第１４９号） 

（経過措置） 



11/15

３　この条例の施行の前日までに、砺波チューリップ公園条例又は庄川水記念公園条例

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によ

りなされたものとみなす。 

附　則（平成３１年３月１９日条例第３号）抄 

改正　令和元年５月１６日条例第１号 

（施行期日） 

１　この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

附　則（令和元年５月１６日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（令和４年９月１４日条例第２２号） 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

別表第１（第６条関係） 

有料公園施設 

 
都市公園名 有料公園施設名

 
砺波市民総合運動場 砺波市陸上競技場

 
砺波向山健民公園 健民広場

 
テニスコート

 
夜間照明施設 健民広場

 
テニスコート

 
砺波総合運動公園 砺波市野球場

 
夜間照明施設 砺波市野球場

 
砺波市多目的競技場

 
野球・ソフトボール広場

 
サッカー・ラグビー広場

 
砺波市温水プール

 
弁財天スポーツ公園 弁財天野球場

 
夢の平公園 砺波市夢の平リフト

 
夢の平コスモス荘

 
砺波チューリップ公園 砺波郷土資料館

 
砺波市美術館
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別表第２（第６条関係） 

別表第３（第１０条関係） 

公園の使用（占用）料 

１　法第５条第１項の規定により公園施設を設ける場合 

２　法第６条第１項又は第３項の規定により公園を占用する場合 

 
チューリップステージ

 
庄川水記念公園 庄川水資料館

 
松村外次郎記念庄川美術館

 
庄川河川敷公園 砺波市パットゴルフ場

 
砺波市パークゴルフ場

 
有料公園施設名 供用日 供用時間 備考

 
チューリップステージ １月４日から

１２月２８日

まで

午前９時から

午後５時まで

指定管理者は、特に必要が

あると認めるときは、市長の

承認を得て、左欄の供用日及

び供用時間を変更すること

ができる。

 
砺波市パットゴルフ場、砺

波市パークゴルフ場

４月１日から

１１月３０日

まで

午前９時から

午後６時まで

 
法第２条第２項の

施設名

区分 単位 金額

 
便益施設 売店 占用面積１平方メートルにつき１月 １５０円

 
軽飲食店 占用面積１平方メートルにつき１月 １５０円

 
休養施設 休憩所 占用面積１平方メートルにつき１月 ２５０円

 
区分 単位 金額

 
変圧塔、鉄塔（鉄柱含む。） １基につき１年 １，４００円

 
電柱 第１種電柱 １本につき１年 １，０００円

 
第２種電柱 １本につき１年 １，６００円

 
第３種電柱 １本につき１年 ２，２００円

 
電話柱 第１種電話柱 １本につき１年 ９３０円

 
第２種電話柱 １本につき１年 １，５００円

 
第３種電話柱 １本につき１年 ２，１００円
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その他の柱類及び支線 １本につき１年 ７２円

 
競技会、集会、展示会その他こ

れらに類する催しのため設けら

れる仮設工作物

占用面積１平方メートルにつき１月 １５０円

 
工事用板囲い、足場、詰所その

他の工事用施設及び土石、竹木、

瓦その他の工事用材料の置場

占用面積１平方メートルにつき１月 １５０円

 
水道管、下水

道管、ガス管

その他これら

に類するもの

外径が０．１メー

トル未満のもの

長さ１メートルにつき１年 ４８円

 
外径が０．１メー

トル以上０．１５

メートル未満の

もの

長さ１メートルにつき１年 ７２円

 
外径が０．１５メ

ートル以上０．２

メートル未満の

もの

長さ１メートルにつき１年 ９５円

 
外径が０．２メー

トル以上０．４メ

ートル未満のも

の

長さ１メートルにつき１年 １９０円

 
外径が０．４メー

トル以上１メー

トル未満のもの

長さ１メートルにつき１年 ４８０円

 
外径が１メート

ル以上のもの

長さ１メートルにつき１年 ９５０円

 
水道施設、下水道施設、変電所、

公共駐車場その他これらの施設

で地下に設けられるもの

１平方メートルにつき１年 １，５００円

 
公衆電話所 １箇所につき１年 １，４００円
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３　第２条第１項に掲げる行為をする場合 

４　前各項に規定する使用料の額の計算方法は、次に定めるところによる。 

（１）　１年を単位として定められている場合は月割をもって計算し、１月未満の

端数は１月とみなす。 

（２）　１月を単位として定められている場合は、１５日未満の使用料は半額とし、

１５日以上は１月とみなす。 

（３）　１日を単位として定められている場合は、１日未満の端数は１日とみなす。 

（４）　１平方メートルを単位として定められている場合は、１平方メートル未満

の端数は１平方メートルとみなす。 

（５）　１時間を単位として定められている場合は、１時間未満の端数は１時間と

みなす。 

別表第４（第１０条の２関係） 

 
自動販売機 占用面積１平方メートルにつき１月 ２，０００円

 
区分 単位 金額

 
行商、出店その他 １件につき１日 １５０円

 
業として行う写真の撮影 １件につき１日 １００円

 
業として行う映画の撮影 １件につき１時間 ３０円

 
興行 占用面積１平方メートルにつき１日 １５円

 
競技会、展示会その他これらに

類する催しのための占用

占用面積１平方メートルにつき１日 １５円

 
有料公園施設名 利用料金

 
区分 単位 金額

 
チューリップス

テージ

チューリップ

広場を併用す

る場合

入場料を徴収する

場合又は物品等の

販売を行う場合

１日（１日未

満の端数は１

日とみなす。）

３０，０００円

 
その他の場合 １０，０００円

 
チューリップ

広場を併用し

ない場合

入場料を徴収する

場合又は物品等の

販売を行う場合

２１，６００円

 
その他の場合 ７，２００円
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備考 

１　チューリップステージにおいて、附属施設（照明又はコンセント）を利用する

場合は、利用料金に１，０００円を加算する。 

２　準備又は原状復帰のためにチューリップステージを利用する場合の利用料金

（附属施設に係るものを除く。）は、表の金額の半額とする。 

３　１シーズンとは、その年における４月１日から１１月３０日までの期間をいう。 

 
砺波市パットゴ

ルフ場、砺波市

パークゴルフ場

一般 １日 ４２０円

 
１シーズン １２，６００円

 
小学生、中学生、高校生 １日 ２１０円

 
１シーズン ６，３００円

 
用具一式 １日 １００円
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